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令和７年度介護サービス事業管理者等に対する 

認知症のある人の意思決定支援研修 募集要項 
 

１ 研修目的 

令和６年１月、共生社会の実現を推進するための認知症基本法が施行され、東京都では令和７年３月、「東京都認知症施

策推進計画」を策定し、「認知症のある人の意思決定の支援及び権利利益の保護」を基本的施策の一つとして掲げました。 

認知症はだれもがなり得ることから、認知症に対する理解を深めることにより、認知症のある人やその家族等が良い環境

で自分らしく暮らし続けることができるよう、認知症があってもなくても、同じ社会の一員として地域をともに創っていくことが

必要とされています。 

認知症のある人を単に「支える対象」としてとらえるのではなく、認知症のある人が一人の尊厳のある人として、その個性と

能力を十分に発揮し、経験や工夫を活かしながら、共に支え合って生きることができるようにすることが重要であり、介護現

場において認知症のある人の意思を尊重した支援が広がるよう、支援の基本的な考え方や実践方法を学ぶための研修を

開催します。 
 

２ 研修実施主体  

東京都福祉局 高齢者施策推進部 在宅支援課 

※ 研修実施機関：公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 権利擁護支援室 

東京都から委託を受けて実施します。 
 

３ 対象者 

次に掲げる介護サービス事業所等の管理者、施設長、人材育成事務担当者等（各事業所１名まで） 

（１）介護サービス事業所（居宅系） 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、

短期入所療養介護、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介

護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） ※予防

サービスを含みます。 

（２）施設居住系サービス事業所 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、養護老

人ホーム、軽費老人ホーム ※地域密着型サービスを含みます。 

（３）有料老人ホーム（介護付き・住宅型）及びサービス付き高齢者向け住宅等 

有料老人ホーム(介護付き）、有料老人ホーム（住宅型）、サービス付き高齢者向け住宅その他有料老人ホームに該

当する住まい等 
 
４ 定員 

３，６００名 ※先着順ではございません。申込み多数の場合は人数調整を行い、受講できない場合もございますので、予め

御承知おきください。 

５ 実施方法 

オンデマンド配信 

※ 公開期間中に講義動画を御視聴いただき、視聴後に視聴報告等の課題提出を行っていただきます。 

※ 講義動画の視聴にはeラーニングシステム（インターネット）への接続が必要となります。受講環境が整っているか御確

認の上でお申し込みください。 
 
６ 動画配信期間 

  令和７年１２月１日（月曜日）から令和８年２月２８日（土曜日）まで 

※ 令和８年２月２８日（土曜日）までに視聴報告等の課題提出が必要となります（eラーニングシステムから回答）。 
 
７ 費用 

無料 
 
８ 申込期限 

 

 申込期限：令和７年１１月７日（金曜日）２３時５９分 
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９ 研修内容（予定） 

No 科目 時間 講師（予定） ※敬称略 受講形態 

１ 東京都の認知症施策について １５分 
東京都福祉局高齢者施策推進部 

認知症支援担当課長 
講義 

２ 意思決定支援の基本 １１０分 
（一社）日本意思決定支援ネットワーク副代表 

弁護士 水島 俊彦 
講義 

３ 
意思決定支援の理解 

（トークセッション） 
１２０分 

（一社）権利擁護支援プロジェクトともす 

代表理事 川端 伸子 

（一社）日本意思決定支援ネットワーク副代表 

弁護士 水島 俊彦 

金沢市地域包括支援センターとびうめ 

 センター長 中 恵美 

東京都地域密着型サービス事業者・実践者の会 

 代表世話人  井上 信太郎 

講義 

（トーク 

セッション） 

 

１０ 申込方法 

下記の方法で、当財団ホームページ内「研修予約システム」からお申し込みください。 

＜手順＞ ※「お申込みイメージ図」（５ページ～７ページ）も御覧ください。 

 

 

➡ トップページ  https://www.fukushizaidan.jp/ 

➡ 「研修を受講される方へ」 

➡ 「研修・セミナー」の「高齢者権利擁護推進事業」 

➡ 「４. 介護サービス事業管理者等に対する認知症のある人の意思決定支援研修」  

 

   

※ パスワードは、郵送した「開催通知」に記載の「申込専用ページパスワード」を御入力ください。 

 

 

※１ お申込み完了後に御登録されたメールアドレスへ「申込完了メール」（自動送信）が届きます。 

「申込完了メール」が届かない場合、お申込みが正しく完了されていない可能性がありますので御注意ください。 

※２ 誤ったアドレスを登録されると申込後のメールが届かず、諸連絡の受取ができなくなりますのでアドレスは正しく御

入力ください。また、メールの受信制限を設定されている方は「@fukushizaidan.jp」の受信許可設定をしてください。 

※３ 「申込完了メール」が届きましたら、申込み内容を必ず御確認ください。お申込み内容の変更や申込キャンセルは、

「申込完了メール」に添付されている「マイページＵＲＬ」から申込締切日まで行うことができます。 

※４ 申込締切日以降は研修予約システム上での変更・キャンセルはできなくなりますので、申込締切日以降の変更・

キャンセルは、研修担当まで御連絡をお願いします。 

※５ 受講決定は１１月下旬（予定）に「受講決定通知メール」で御連絡を差し上げます。 

※６ 研修受講の際に「受講決定通知メール」に記載の「eラーニングシステムＵＲＬ」が必要となりますので、「受講決定

通知メール」は必ず保存してください。 

※７ お申込み受付以降の受講決定通知等一連の手続きは、お申込み時に御登録いただいたメールアドレスへの送信

により行います。封書・ファクスによる御連絡は行いません。 

 

１１ 個人情報の取扱いについて  

受講申込み時に登録された個人情報については、当財団個人情報の保護に関する要綱に基づき適正管理を行い、この

研修業務管理以外の目的で利用することはありません。 

 

１２ 受講者の決定について 

１１月下旬（予定）に、御登録いただいたメールアドレス宛に、「受講決定通知メール」を送信します。「申込完了メール」に

記載の「マイページＵＲＬ」から、受講の可否、「受講決定通知兼受講票」、「受講の御案内」等を御確認ください。 

 

 

 

（１）東京都福祉保健財団ホームページ 

（２）「申込専用ページはこちら」（同研修名表枠内）をクリック（要パスワード入力） 

（３）「研修予約システム」からお申込みください。※「お申込みイメージ図」参照（５ページ～７ページ） 
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１３ 受講証明書・修了証書等の発行について 

本研修の受講証明書・修了証書等の発行はございません。 

 

１４ お申込みから受講修了までの流れ 

 

＜１１月７日（金曜日まで）＞             ＜１１月下旬頃＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜１２月１日（月曜日）から＞             ＜令和８年２月２８日（土曜日）まで＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ 本研修の問い合わせ先 

公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 権利擁護支援室 

東京都高齢者・障害者権利擁護支援センター 研修担当 

〒163-0719 東京都新宿区西新宿２－７－１ 新宿第一生命ビルディング１９階 

電話番号：０３－６３０２－０３９５（平日８：４５～１７：３０ ※土、日、祝日、年末年始を除く）  

E-mail: ks-ns-moushikomi@fukushizaidan.jp 

④ 「動画視聴報告」の回答（必須） 

(ｅラーニングシステムから回答) 

 受講修了 

③ 講義動画視聴  
（ｅラーニングシステム） 
・「受講決定通知メール」の「e ラーニ

ングシステムＵＲＬ」からログイン 

・「受講の御案内」のダウンロード 

・研修資料のダウンロード 

・研修動画を視聴 

（令和８年２月２８日（土）まで） 

① お申込み 

（研修予約システム） 

・申込完了メールの確認 

・申込完了メールの保存 

②  申込結果の御案内 

（受講決定通知メール） 
・登録したメールアドレス宛に申込結

果を連絡 

・「受講決定通知メール」の保存 

mailto:ks-ns-moushikomi@fukushizaidan.jp
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＜研修に関するＱ＆Ａ＞  

Ｑ１ 研修受講申込みは、電話やファクスでも可能ですか 

Ａ１ 
電話やファクスでの申込受付は行っておりません。当財団ホームページの「申込み専用ページ」から

お申し込みください。 

Ｑ２ 複数人で申込みをしたいのですが、可能ですか 

Ａ２ 

１事業所１名まででお願いします。この研修は、事業所管理者等向けの研修であること、より多くの管

理者等に御受講いただきたいため、各事業所１名までのお申し込みをお願いしております。 

なお、１事業所で複数の介護サービス等を提供されている場合は、サービスの種別ごとに１名の申し

込みが可能です。この場合は、受講者ごとに異なるメールアドレスを御登録ください。 

Ｑ３ 開催通知が事業所に複数通届いたのですが、どのように申込みをしたらいいですか 

Ａ３ 

開催通知は、介護サービス事業等の種別ごとにお送りしているため、１事業所で複数の介護サービ

ス（例：訪問介護と訪問リハビリテーション）を提供している場合は、そのサービス数分の通数の案内を

お送りしています。 

したがって、提供しているサービス数分の人数の受講申込みが行えます。 

なお、申込みに当たってはサービスの種別を必ず分け、受講者ごとに異なるメールアドレスを登録し

てお申し込みください。 

Ｑ４ 法人本部の職員の申込みは可能ですか 

Ａ４ 

法人本部職員のお申込みも可能です。受講を希望する場合は、開催通知が送付された事業所を通

じて研修予約システムからお申し込みください。 

なお、法人本部職員を含めて１事業所１名までのお申込みとなりますので御注意ください。 

Ｑ５ 管理者・施設長や人材育成事務担当者以外でも申込みできますか 

Ａ５ 

お申込みは可能ですが、管理者・施設長や人材育成事務担当者向けの内容となりますので、そのこ

とを前提に御受講ください。 

また、研修の目的上、受講後は、管理者・施設長や人材育成事務担当者の方とともに、事業所内で他

の職員の方々に講義内容等を伝達していただくほか、管理者・施設長に研修報告をするなどの体制を

とっていただけるような工夫をお願いします。 

Ｑ６ サテライト事業所からの申込みはどのようにすればよいですか 

Ａ６ 

本体事業所に開催通知が届いている場合は、申込みが可能です。受講を希望する場合は、本体事業

所を通じて研修予約システムからお申し込みください。 

なお、サテライト事業所職員を含めて１事業所１名までのお申込みとなりますので御注意ください。 

Ｑ７ 修了証は発行されますか 

Ａ７ 

受講証明書・修了証書等の発行はありません。 

なお、研修動画を視聴し、「動画視聴報告」を提出された事業所等については、研修修了事業所等と

して所在地の区市町村所管部署に報告させていただきます。 

Ｑ８ 研修動画を視聴する場所は、事業所以外でも可能ですか 

Ａ８ 

システム上は可能です。研修動画の視聴は、期間中であれば２４時間可能ですので、御都合のつく時

間帯で御視聴ください。なお、動画の視聴に当たってはデータ通信量が大きいためパソコンを御利用く

ださい。タブレットやスマートフォンによる視聴は、不具合が生ずる場合があります。 
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お申込みイメージ図(実際のものと異なる場合があります。) 

東京都福祉保健財団ホームページ 
https://www.fukushizaidan.jp/ 

トップページ➡「研修を受講される方へ」➡「研修・セミナー」の「高齢者権利擁護推進事業」

➡「４ 介護サービス事業管理者等に対する認知症のある人の意思決定支援研修」 

 

①「『申込み専用ページ』は

こちら」をクリックして「研

修予約システム」に進む（要

パスワード入力） 

②『研修予約システムはこちら』を 

クリックすると「研修予約システム」

にスキップします。 
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研修予約システム 

③メニュー画面から『意思決定支援研修』の

「詳細」ボタンをクリックしてください。 

④「申込み」ボタンをクリックすると

申込フォームに入ります。 
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申込フォーム（抜粋） 

複数の介護サービス等を提供されている事業所等で、サービス

ごとに異なる方の受講申し込みをする場合は、受講申込者ごとに、

異なるメールアドレスのご登録をお願いします。 

また、受講申し込みの結果通知等のお知らせは、全てメールで

お伝えします。ｅラーニングシステムへのログインに際しても必要

となりますので、正確にご入力ください。 


